
船舶事故調査報告書 

令和元年６月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年１１月２５日 ０９時３５分ごろ 

発生場所 兵庫県洲本市洲本港南東方沖 

洲本港南防波堤灯台から真方位１０７°２.８海里付近 

 （概位 北緯３４°２０.０′ 東経１３４°５７.４′） 

事故の概要  プレジャーボートOIYAN
オ イ ヤ ン

 MARU
マ ル

は、南進中、また、プレジャーボート

スターⅡは、南南東進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成３１年１月８日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーボート OIYAN MARU、３.２トン 

   ２５２－２４７９７和歌山、馬渕工業株式会社 

Ｂ プレジャーボート スターⅡ、５トン未満（長さ６.３７ｍ） 

   ２８０－３２１８６和歌山、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷中央部外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ  

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、漂泊して釣

りを行った後、釣り場を移動する目的で南進中、船長Ａが、操縦席に

腰を掛け、目視で船首方を確認しながら手動操舵で航行していたとこ

ろ、船尾方から接近してきたＢ船と衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、釣り場を移

動する目的で南南東進中、船長Ｂが、操縦席に腰を掛け、目視で船首

方を確認しながら手動操舵で航行し、海面に太陽光が反射していたの

で眩
まぶ

しいと感じていたところ、Ａ船と衝突した。 

分析  Ａ船は、南進中、船長Ａが、目視で船首方を確認しながら航行を続

けたことから、船尾方から接近するＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突した

ものと考えられる。 

 Ｂ船は、南南東進中、船長Ｂが、海面に太陽光が反射して眩しい状

況で航行を続けたことから、船首方を航行するＡ船に気付かず、Ａ船

と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が南進中、Ｂ船が南南東進中、船長Ａが目視で船首

方を確認しながら航行を続け、また、船長Ｂが海面に太陽光が反射し



て眩しい状況で航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられ

る。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、船首方だけでなく、周囲の適切な見張りを行うこと。 

・太陽光の海面反射で視認が困難な場合は、サングラスを着用する

などして適切な見張りを行うこと。 

 


